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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
安
井
正
也
原
子
力
規
制
庁
長
官
に
よ
る
欧
米
九
日
間
歴
訪
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
出
張
に
要
し
た
費
用
は
二
百
三
十
六
万
四
千
五
百
四
十
五
円
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
電
源
開
発

促
進
勘
定
以
外
か
ら
の
支
出
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

チ
ェ
コ
に
お
け
る
ド
ラ
ボ
ヴ
ァ
氏
と
の
面
会
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
七
日
午
後
三
時
（
現
地
時
間
。
以
下
同
じ
。
）
頃

に
開
始
し
、
同
日
午
後
四
時
頃
に
終
了
し
た
。
英
国
に
お
け
る
ホ
ー
ル
氏
と
の
面
会
は
、
同
月
八
日
午
後
四
時
三
十
分
頃
に

開
始
し
、
同
日
午
後
五
時
三
十
分
頃
に
終
了
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ャ
メ
氏
と
の
面
会
は
、
同
月
九
日
午
後
七
時
頃

に
開
始
し
、
同
日
午
後
九
時
三
十
分
頃
に
終
了
し
た
。
米
国
に
お
け
る
メ
ザ
ー
ブ
氏
と
の
面
会
は
、
同
月
十
一
日
午
後
一
時

頃
に
開
始
し
、
同
日
午
後
二
時
頃
に
終
了
し
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
開
催
し
た
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
と

一



の
意
見
交
換
会
合
（
以
下
「
意
見
交
換
会
合
」
と
い
う
。
）
の
開
催
に
要
し
た
費
用
は
三
百
五
十
七
万
七
千
百
二
十
六
円
で

あ
り
、
一
般
会
計
予
算
の
（
組
織
）
原
子
力
規
制
委
員
会
（
項
）
原
子
力
安
全
確
保
費
か
ら
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
、
�
の
イ
及
び
ウ
並
び
に
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五

号
）
等
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）
の
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
の
既
設
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
等
へ

の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
経
過
措
置
期
間
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
被
規
制
者
が
所
要

の
対
策
を
行
う
べ
き
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
意
見
交
換
会
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
は
安
全
上
の
重
要
性
及
び
被
規
制
者
に
よ
る
実
施
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
や
、

当
該
期
間
が
経
過
し
て
も
改
正
後
の
規
制
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
各
発
電
所
の
状
況
を
考
慮

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
ウ
ラ
ン
廃
棄
物
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、

国
際
原
子
力
機
関
の
策
定
す
る
安
全
基
準
を
参
照
す
る
こ
と
、
安
全
上
の
重
要
性
に
応
じ
た
対
応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

二



こ
と
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。
意
見
交
換
会
合
の
う
ち
、
午
後
四
時
四
十
五
分
頃
か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
頃
ま
で
の
間
に
行

っ
た
委
員
長
及
び
委
員
と
の
意
見
交
換
の
部
分
は
、
公
開
さ
れ
、
か
つ
、
同
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
他
の
メ

デ
ィ
ア
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
配
信
に
よ
り
国
内
外
で
直
ち
に
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
で
開
催
し
、
そ
の
録

画
は
、
同
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
配
信
に
お
い
て
視
聴
可
能

な
も
の
と
し
て
い
る
。
意
見
交
換
会
合
の
う
ち
の
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
議
事
概
要
を
原
子
力
規
制
庁
に
お
い
て
作

成
し
て
お
り
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十

二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
れ
ば
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
の
ア
に
つ
い
て

安
井
原
子
力
規
制
庁
長
官
と
各
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
の
面
会
に
お
い
て
は
、
同
長
官
か
ら
、
近
く
予
定
さ

れ
て
い
た
意
見
交
換
会
合
の
議
題
に
つ
い
て
趣
旨
及
び
論
点
を
説
明
し
、
各
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
、
原

子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
の
取
組
の
考
え
方
や
我
が
国
の
原
子
力
規
制
の
現
状
及
び
経
緯
を
確
認
す
る
質
問
や
、
意
見
交
換

会
合
と
併
せ
て
実
施
す
る
原
子
力
発
電
所
の
視
察
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
っ
た
。
同
長
官
と
各
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
の
面
会
を
含
む
御
指
摘
の
出
張
の
結
果
の
概
要
は
原
子
力
規
制
庁
に
お
い
て
作
成
し
て
お
り
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て

三



は
、
開
示
請
求
が
あ
れ
ば
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
近
く
予
定
さ
れ
て
い
た
意
見
交
換
会
合
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
の
事
前
の
準
備
と

し
て
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
要
件
及
び
委
嘱
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三

十
年
十
月
三
日
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
決
定
）
に
基
づ
き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
が
、
海
外
の
原
子
力
規
制
に

つ
い
て
豊
富
な
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
原
子
力
規
制
に
つ
い
て
高
度
な
学
識
を
有
す
る
者
に
委
嘱
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

現
在
四
名
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
年
間
費
用
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
原
子
力
規
制
国

際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
と
の
意
見
交
換
会
合
の
開
催
に
要
し
た
費
用
の
五
百
六
十
七

万
六
千
二
百
四
十
四
円
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
チ
ェ
コ
、
英
国
、
仏
国
」
へ
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
が
、
近
く
予
定
さ
れ
て
い

四



た
意
見
交
換
会
合
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
の
事
前
の
準
備
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

五


